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○ 児童福祉関係職員の派遣

厚生労働省からの派遣要請に基づき、避難所等における要援護児童への支援のため児童福

祉関係職員を現地へ派遣する。

１ 派遣先 宮城県（気仙沼市及び南三陸町）

２ 派遣期間

(1) 出発 ４月４日（月）

(2) 業務従事 ４月５日（火）～９日（土）

※以降、順次交代して派遣

３ 今回派遣人員

所属 職種 人数

中央こども家庭センター 児童心理司 1

豊岡こども家庭センター 児童心理司 1

合計 2

４ 従事内容

宮城県児童相談所職員と共に避難所等を巡回し、要保護児童の情報収集や、子ども の

心のケア等を実施

（参考）

宮城県への都道府県・政令市の派遣状況

派遣先 職種 人数

児童福祉司 2宮城県中央児童相談所

児童心理司 2

児童福祉司 12〃 東部児童相談所

児童心理司 8

児童福祉司 4〃 気仙沼支所

児童心理司 4(2)

合計 32

( )は兵庫県派遣人員
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